
香芝市選挙管理委員会告示第２号 

 公職選挙法第２２条第３項の規定による選挙人名簿に登録を行った日におい

て選挙権を有する者の３分の１の数、６分の１の数及び５０分の１の数を次の

とおり定める。 

  令和 5 年３月２２日 

 

香芝市選挙管理委員会    

委員長  喜夛 成典    

 

 

１  ３分の１の数      ２１，４２１人  

２  ６分の１の数      １０，７１１人  

３  ５０分の１の数      １，２８６人  


